
 

 市・交通事業者・市民・関係機関を委員として設置した、生駒市地域公共交通活性化協議会では、市にお

ける公共交通のあり方や整備の方針、それに基づく取組みについて協議しています。今年度、当協議会では、

市の公共交通の整備の方針となる、「生駒市地域公共交通総合連携計画」の策定に向け、作業を進めておりま

すが、来年度には、この計画に基づき、市からの予算を得てコミュニティバス等の実証運行を予定しており、

既存コミュニティバスを含め、事業の方法、効果や課題などの検証をするとともに、今後における新たな取

組みの検討を行う必要があります。 

 そこで協議会では、本年３月末に任期を迎える現委員を引き継ぎ、関係行政機関や交通事業者の方々とと

もに、公共交通の利用者の立場で幅広い視点で協議いただける市民の方を次のとおり募集します。 

 

会 議 の 内 容 

「生駒市地域公共交通総合連携計画」に基づく、コミュニティバス等実証運行の効果

や課題の検証。 

今後における新たな取組みの検討。 

応 募 資 格 

市内に住む満１８歳以上（平成２３年２月１５日現在）の人で、原則として平日の会

議に出席できる人 

※以下に該当する人は応募できません。 

○国または地方公共団体の議員・常勤の職員 

○すでに本市の三つ以上の審議会・委員会などの附属機関の委員となっている人 

○暴力団の構成員またはこれに準ずる人（「暴力団等の介入の排除に関する合意書」

に基づきます。なお、資格要件を確認するため同合意書に基づき選考決定後に生駒

警察署へ照会いたします。） 

任 期 委嘱の日から２年間（予定） 

謝 礼  １回につき５，０００円（交通費を含む） 

募 集 人 数 ２人 

会 議 の 開 催 ３ヶ月に１回程度 

応 募 方 法 

直接持参するか、郵送または電子メールで次の書類を提出してください。 

１．応募用紙 

２．「市域の公共交通に対する考え」をテーマにした小論文 

（８００字程度、書式自由） 

  ※提出いただいた書類は返却できませんので、ご了承ください。 

※応募の際、記入いただいた内容につきましては、「生駒市個人情報保護条例」に

基づき、目的以外では使用せず、また適切に管理を行います。 

提 出 期 限 平成２３年３月１０日（木）必着 

提出先・問い合

わせ先 

〒６３０－０２８８ 生駒市東新町８－３８ 企画政策課 企画係（内線２１２・２

１３）      メールアドレス kikaku2@city.ikoma.lg.jp 

選 考 方 法 
 小論文で選考し、決定します。 

 （選考結果については、応募者全員に通知します。） 

そ の 他 応募用紙は市のホームページ（http://www.city.ikoma.lg.jp/）にも掲載しています。 

「生駒市地域公共交通活性化協議会」の委員を募集します 

募集要項 

資料 ４ 


